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０分から時：平成１６年１０月１８日 月）午後１時３

所：石鎚山ハイウェイオアシス館 ３階大ホール 



西条市「市章図案」の選定について 
 
  ※別紙新市(町)章決定方法の先例地の例等参照 
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新市(町 )章決定方法の先例地の例等                                    
名    称 四 国 中 央 市 東 温 市 愛 南 町 

各委員２候補作品を無記名で投票し、上位２
候補作品で決選投票を行い決定する。 

各委員1候補作品を記名で投票し、過半数の
票を獲得した候補作品に決定する。過半数が獲
得されなければ上位２候補作品で決選投票す
る。 

各委員１候補作品を無記名で投票し、過半数
の票を獲得した候補作品に決定する。過半数が
獲得されなければ上位２候補作品で決選投票
する。 

合併協議会での 
決定方法等 

 
（上段 決定方法） 
（下段 結  果） 協議会において第１回投票で上位２作品を

決定し、その後決選投票を行い決定。 

協議会において第１回投票で過半数を獲得
する候補作品がなかったので、上位２候補作品
で決選投票を行い決定。 

協議会において第１回投票で過半数を獲得
した候補作品に決定。 

選定までの経過 

【任意協議会】 
・協議なし 

【法定協議会】 
①第９回法定協議会にて協議 
・募集要項の承認。 
②第１４回法定協議会にて協議 
・市章選定小委員会を設置して、小委員会で
審議することに決定。 

〔小委員会〕 
・小委員会２回開催。新市章を公募で募り、
小委員会で新市章候補５作品を選定し、第
１６回法定協議会へ報告。 

③第１６回法定協議会にて協議 
・小委員会で選定した新市章候補５作品を報
告。委員より決定方法について提案し、確
認された。 
《決定方法：各委員２候補作品を無記名で投
票し、上位２候補作品で決選投票を行い決
定する。》 
・決定方法の確認後、投票を行った。 
《投票結果：第１回投票で上位２作品を決定
し、その後決選投票を行い決定。》 

【任意協議会】 
・協議なし 

【法定協議会】 
①第１２回法定協議会にて協議 
・募集要項の承認。 
②第１３回法定協議会にて協議 
・新市市章候補選定小委員会を設置して、小
委員会で審議することに決定。 

〔小委員会〕 
・小委員会４回開催。新市章を公募で募り、
小委員会で新市章候補５作品を選定し、第
１８回法定協議会へ報告。 

③第１８回法定協議会にて協議 
・小委員会で選定した新市章候補５作品を報
告。委員より決定方法について提案し、確
認された。 
《決定方法：各委員1候補作品を記名で投票
し、過半数の票を獲得した候補作品に決定
される。過半数が獲得されなければ上位２
候補作品で決選投票する。》 
・決定方法の確認後、投票を行った。 
《投票結果：第１回投票で過半数を獲得する
候補作品がなかったので、上位２候補作品
で決選投票を行い決定。》 

【任意協議会】 
・協議なし 
【法定協議会】 
①第１９回法定協議会にて協議 
・新町町章候補選定小委員会を設置して、小
委員会で審議することに決定。 
・小委員会設置要綱の承認。 
〔小委員会〕 
・小委員会６回開催。新町章を公募で募り、
小委員会で新町章候補５作品を選定し、第
２４回法定協議会へ報告。 
②第２４回法定協議会にて協議 
・決定方法については、協議会での協議によ
り決定された。 
《決定方法：各委員1候補作品を無記名で投
票し、過半数の票を獲得した候補作品に決
定される。過半数が獲得されなければ上位
２候補作品で決選投票する。》 
・決定方法の確認後、投票を行った。 
《投票結果：第１回投票で過半数を獲得する
候補作品があり、決定。》 

選定された市町章 
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当合併協議会における新市の名称決定の例 

各委員１候補名を無記名で投票し、過半数の
票を獲得した候補名に決定する。過半数が獲得
されなければ上位２候補名で決選投票する。 決定方法等 

 
（上段 決定方法） 
（下段 結  果） 協議会において第１回投票で過半数を獲得

した候補名に決定。 

選定までの経過 

【任意協議会】 
・協議なし 
【法定協議会】 
①第１回法定協議会にて協議 
・新市名候補選定小委員会を設置して候補を
選定し、協議会で協議することに決定。 
・小委員会規程の承認。 
〔小委員会〕 
・小委員会８回開催。新市名を公募で募り、
小委員会で新市名候補５作品を選定し、第
１１回法定協議会へ報告。 
②第１１回法定協議会にて協議 
・決定方法については、協議会での協議によ
り決定された。 
《決定方法：各委員1候補名を無記名で投票
し、過半数の票を獲得した候補名に決定さ
れる。過半数が獲得されなければ上位２候
補名で決選投票する。》 
・決定方法の確認後、投票を行った。 
《投票結果：第１回投票で過半数を獲得する
候補名があり、決定。》 
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